
令和８年５月８日

 担当課：総務部財産活用課

 内　線：2375

 直　通：092-643-3086

１　排除措置対象業者 ：

　　住　　　　所

　　商号又は名称

２　排除措置の期間 ：

３　排除措置の理由 ：

【排除措置とは】

排　除　措　置　状　況　書

排除措置の概要

　　令和８年５月８日から令和９年１１月７日まで（１８ヵ月間）

　警察本部からの通知により、当該業者の役員等が、暴力的組織又は構成員等と

密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有している事実が確認された

ため。

　福岡県建設工事競争入札参加資格者名簿に登載されていない業者に対し、一定の期

間、県発注工事に参加させない措置。

　この期間は、県発注工事の①下請業者となること、②随意契約の相手方となることが

できない。

福岡県田川郡糸田町２９６６番地１７－６号

樫田工業
かしだこうぎょう

　代表
だいひょう

者
しゃ

　小石川
こいしかわ

　リカ


